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委　　　　員

職  名  等 氏　名 備　考

会　長（区長の会） 小林かつ代

副会長（議会代表） 大月　民夫

公募委員 青沼　正夫

公募委員 稲田　元宏

公募委員 百瀬　　章

議会代表 大池　俊子

農業委員会長 中村　敏博

民生児童委員協議会長 笹川　武清

商工会長 籠田　利男

教育委員長 小林　行雄

松本ハイランド農協
山形担当理事 平林　昌躬

区長の会 赤羽　千秋 （堤　　冨登）

区長の会 小笠原文夫

区長の会 山口　充 （唐沢　完治）

区長の会 宮澤　秀美 （上條　重幸）

区長の会 上條　拓雄

見識を有する者 武藤　　明

見識を有する者 櫻井　京子

見識を有する者 田中　智美

見識を有する者 大池　　剛

見識を有する者 小林　　徹

見識を有する者 籏町しのぶ

見識を有する者 北原　早苗

見識を有する者 建石　智香
備考の（　　　）は前任者

幹　　　事

職  名  等 氏　名 備　考

副村長 百瀬　泰久

教育長 山口　隆也

総務課長 笹野　初雄

住民課長 青沼　永二

税務課長 野口　英明

会計課長 中村　俊春

保健福祉課長 小野　勝憲

子育て支援課長 中村　康利

保育園長 倉科　　寛

産業振興課長 住吉　　誠

建設水道課長 赤羽　孝之

議会事務局長 小口　　正

教育委員会教育次長 根橋　範男

住民課課長補佐 竹野入芳恵

子育て支援課課長補佐 中村　清子

子育て支援課課長補佐 住吉　静子

子育て支援課課長補佐 百瀬　香代

教育委員会次長補佐 籠田佐知子

山形村総合計画審議会委員・幹事名簿　　
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H23.9.6 第 1 回審議会 ・委員の委嘱
・役員の選出
・総合計画の策定スケジュールについて

H23.10.18 第 2 回審議会 ・村民アンケートの実施について

H23.11 第 4 次総合計画　達成状況検証作業

H23.11 村民アンケート実施 配布数 2,300 通　回収数 1,032 通　回収率 44.9％
中学生アンケートも実施

H23.3.19 第 3 回審議会 ・村民アンケート結果について
・人口推計について

H24.7 ～ 8 基本計画　成果指標設定シートの作成

H24.7.18 第 4 回審議会 ・基本構想（案）について

H24.8.29 第 5 回審議会 ・基本構想（案）について

H24.9.27 第 6 回審議会 ・基本構想（案）について

H24.11.13 第 7 回審議会 ・基本計画（案）について

H24.12.7 第 8 回審議会 ・基本計画（案）について

H24.12.26 第 9 回審議会 ・基本計画（案）について　審議会へ諮問

H25.1 パブリックコメント募集

H25.1.30 第 10 回審議会 ・基本計画（案）について

H25.2.4　 村長に答申

H25.2.13 議会議決

第5次総合計画基本構想及び前期基本計画策定の経緯
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山形村総合計画審議会設置条例
（設置）
第 1条　山形村の新しいむらづくりの基本、指針となる総合計画を定めるため、山形村総合計画
審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（任務）
第 2条	 審議会は、山形村における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及
びこれに即する基本計画等の策定について、村長の諮問に応じて、必要な事項を調査及び審
議するものとする。

（組織）
第 3条　審議会は、委員 25 人以内で組織する。
2　委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
（1）学識経験を有する者
（2）公募による者
（3）関係行政機関及び団体の代表者
（4）村長が必要と認める者

（任期）
第 4条　委員は、第 2条に規定する村長の諮問に係る調査及び審議が終了したときは、その任期
を終わるものとする。

2　欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3　前条第 2項第 3号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、その在職期間とする。
（会長及び副会長）
第 5条　審議会に、会長及び副会長各 1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。
（会議）
第 6条　審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、審議会を初めて招集する
ときは、村長が招集する。

2　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4　会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求め
ることができる。

（部会）
第 7条　審議会に部会を置くことができる。
2　部会に属する委員は、会長が指名する。
3　部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4　部会長は、部会の事務を掌理する。
5　部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代理する。
6　前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、
「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

（幹事）
第 8条　審議会に必要に応じて幹事を置くことができる。
2　幹事は、村職員のうちから村長が任命する。
3　幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
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（庶務）
第 9条　審議会の庶務は、総務課において処理する。
（補則）
第 10 条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
　　　附　則
　この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 24 年 3 月 16 日条例第 4号）
　この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
　






